
梅
原
郁
先
生
略
歴

昭
和
九
年
一
月
一
日

京
都
府
京
都
市
に
生
ま
れ
る

昭
和
三
二
年
三
月

京
都
大
学
文
学
部
史
学
科
東
洋
史
学
専
修
卒
業

昭
和
三
七
年
三
月

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学

昭
和
六
一
年
五
月

文
学
博
士
（
京
都
大
学
）

令
和
二
年
五
月
三
日

逝
去
（
享
年
八
六
）

【
職
歴
】

昭
和
四
一
年
四
月

神
戸
学
院
大
学
栄
養
学
部
助
教
授
（
至
昭
和
四
四
年
三
月
）

昭
和
四
四
年
七
月

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
助
教
授
（
至
昭
和
五
六
年
三
月
）

昭
和
五
一
年
一
月

プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
研
究
員
（
至
昭
和
五
一
年
一
二
月
）

昭
和
五
六
年
四
月

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
教
授
（
至
平
成
九
年
三
月
）

平
成
九
年
四
月

京
都
大
学
名
誉
教
授

平
成
九
年
四
月

就
実
女
子
大
学
文
学
部
教
授
（
至
平
成
一
五
年
三
月
）

平
成
一
五
年
四
月

就
実
大
学
人
文
科
学
部
教
授
（
至
平
成
一
八
年
三
月
）

―9―



【
学
術
団
体
役
員
歴
】

平
成
九
年
七
月

日
本
学
術
会
議
会
員
（
至
平
成
一
二
年
七
月
）

※
こ
の
他
、
財
団
法
人
黒
川
古
文
化
研
究
所
の
理
事
・
所
長
、
東
洋
史
研
究
会
・
史
学
研
究
会
・
東
方
学
会
・
日
本
歴
史
学
協
会
等
の
理

事
・
評
議
員
・
委
員
等
を
歴
任
。
ま
た
、
平
成
一
二
年
七
月
、
谷
口
澄
夫
就
実
女
子
大
学
学
長
よ
り
西
嶋
文
庫
目
録
校
正
業
務
を
委
嘱
。

【
受
賞
・
叙
勲
歴
】

平
成
二
二
年
三
月

日
本
学
士
院
賞

平
成
二
四
年
四
月

瑞
宝
中
綬
章

主
要
業
績
目
録

梅
原
郁
先
生
は
宋
代
史
を
専
門
と
さ
れ
、
主
と
し
て
政
治
制
度
史
の
研
究
に
取
り
組
ま
れ
た
。
梅
原
史
学
の
中
核
を
成
す
専
著
は
、

『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
五
年
）
と
『
宋
代
司
法
制
度
研
究
』
（
創
文
社
、
二
〇
〇
六
年
）
で
あ
る
。
内
藤
湖
南

（
一
八
六
六
～
一
九
三
四
年
）
が
唐
宋
変
革
論
を
提
唱
し
て
以
来
、
東
洋
史
学
界
で
は
、
唐
代
か
ら
宋
代
に
か
け
て
科
学
技
術
が
飛
躍
的

に
発
達
す
る
と
と
も
に
政
治
・
経
済
・
学
術
な
ど
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
梅
原

先
生
は
唐
宋
変
革
論
を
発
展
的
に
継
承
す
る
立
場
か
ら
宋
代
政
治
制
度
史
研
究
を
遂
行
さ
れ
、
そ
の
成
果
を
右
の
二
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
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梅
原
先
生
の
研
究
は
、
皇
帝
に
よ
る
支
配
を
実
務
面
で
支
え
る
官
僚
制
度
の
構
造
と
そ
の
運
用
を
精
緻
な
分
析
に
よ
り
解
明
し
た
点
に

大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
『
宋
代
司
法
制
度
研
究
』
は
、
宋
代
に
お
い
て
中
央
政
府
・
地
方
政
府
に
設
け
ら
れ
た
司
法
官
制
の
構
造
と
司
法

行
政
の
実
態
を
解
き
明
か
す
こ
と
を
通
じ
て
、
唐
宋
変
革
論
を
司
法
の
面
か
ら
深
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
官
僚
制
度
に
対
す

る
緻
密
な
考
証
は
、
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
に
お
い
て
も
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
唐
宋
変
革
論
で
は
、
唐
代
以
前
の
貴
族
制
（
貴
族
が
皇

帝
を
擁
し
て
人
事
権
な
ど
を
握
り
国
政
運
営
を
主
導
す
る
政
治
体
制
）
か
ら
宋
代
以
降
の
君
主
独
裁
制
（
皇
帝
が
高
度
に
発
達
し
た
官
僚

制
の
も
と
で
政
策
の
最
終
決
裁
権
を
有
す
る
政
治
体
制
）
に
移
行
し
た
、
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
を
う
け
て
、『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』

は
、
宋
代
の
官
僚
の
昇
進
制
度
を
丁
寧
に
復
元
す
る
こ
と
に
よ
り
、
君
主
独
裁
制
の
基
盤
と
な
る
官
僚
制
度
が
唐
代
か
ら
宋
代
に
か
け
て

形
作
ら
れ
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
後
に
著
さ
れ
た
『
皇
帝
政
治
と
中
国
』
（
白
帝
社
、
二
〇
〇
三
年
）
に
お
い
て
も
、
秦
の
始

皇
帝
に
始
ま
る
皇
帝
支
配
の
展
開
を
、
官
僚
制
度
の
変
遷
に
留
意
し
つ
つ
平
易
な
文
体
で
概
説
し
、
君
主
独
裁
制
の
形
成
と
発
展
の
過
程

を
跡
付
け
て
い
る
。
現
在
の
宋
代
政
治
史
研
究
で
は
、
君
主
独
裁
制
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
へ
の
疑
義
か
ら
、
梅
原
先
生
の
所
論
も
批
判

的
に
再
検
討
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
梅
原
先
生
の
政
治
制
度
史
研
究
が
こ
う
し
た
新
た
な
議
論
の
基
盤
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。

梅
原
先
生
の
研
究
業
績
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
、
数
多
く
の
索
引
と
訳
注
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
現
在
、
中
国
史
の
基
本
史
料
の
多

く
は
、
台
湾
中
央
研
究
院
漢
籍
電
子
文
献
資
料
庫
な
ど
の
漢
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
一

字
検
索
が
容
易
に
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
オ
フ
ラ
イ
ン
環
境
で
も
使
用
可
能
な
漢
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ソ
フ
ト
も
充
実
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
前
に
は
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
必
ず
し
も
十
分
に
は
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
研
究
環
境

の
も
と
で
、
梅
原
先
生
は
『
続
資
治
通
鑑
長
編
人
名
索
引
』
（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
七
八
年
）
・
『
慶
元
条
法
事
類
語
彙
輯
覧
』
（

京
都
大

学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
〇
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
索
引
を
編
み
、
中
国
学
研
究
者
の
利
便
を
図
ら
れ
た
。
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訳
注
に
つ
い
て
は
、
宋
代
の
社
会
・
風
俗
を
知
る
た
め
に
必
要
な
基
本
典
籍
に
注
解
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
北
宋
の
知
識
人

が
天
文
・
地
理
・
科
学
技
術
に
つ
い
て
綴
っ
た
沈
括
『
夢
渓
筆
談
』
、
北
宋
の
都
・
開
封
の
都
市
生
活
を
克
明
に
書
き
残
し
た
孟
元
老

『
東
京
夢
華
録
』、
南
宋
の
都
・
臨
安
の
社
会
を
叙
述
す
る
呉
自
牧
『
夢
粱
録
』
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
典
籍
の
訳
注
に
は
他
の
中
国
学

研
究
者
と
の
共
同
研
究
の
成
果
も
含
ま
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
訳
注
事
業
に
お
い
て
も
梅
原
先
生
は
中
心
的
な
役
割
を
担
わ
れ
て
い
る
。
梅

原
先
生
が
た
ず
さ
わ
れ
た
訳
注
事
業
の
対
象
は
宋
代
の
典
籍
に
か
ぎ
ら
ず
、
た
と
え
ば
前
漢
の
歴
史
を
叙
述
す
る
班
固
『
漢
書
』
（
食
貨

志
・
地
理
志
・
溝
洫
志
）
に
も
及
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
訳
注
の
多
く
は
版
を
重
ね
、
現
在
で
も
書
店
や
図
書
館
に
て
容
易
に
手
に
取
る
こ
と

が
で
き
る
。
基
本
典
籍
の
訳
注
の
刊
行
は
、
宋
代
史
研
究
の
進
展
を
促
す
の
み
な
ら
ず
、
中
国
史
学
の
啓
蒙
に
も
寄
与
し
た
と
い
え
る
。

訳
注
に
関
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、
『
訳
注
中
国
近
世
刑
法
志
』
（
創
文
社
、
二
〇
〇
二
～
二
〇
〇
三
年
）
の
編
纂
で
あ
る
。
『
漢
書
』
を

は
じ
め
と
す
る
中
国
歴
代
の
正
史
に
は
、
各
王
朝
の
法
制
を
ま
と
め
た
刑
法
志
（
刑
志
）
と
い
う
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
『
訳
注
中

国
近
世
刑
法
志
』
は
、『
旧
五
代
史
』
・
『
宋
史
』
・
『
遼
史
』
・
『
金
史
』
・
『
元
史
』
・
『
明
史
』
の
刑
法
志
に
訳
注
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
『
明
史
』
刑
法
志
の
訳
注
は
、『
就
実
女
子
大
学
史
学
論
集
』
第
一
二
～
一
四
号
（
一
九
九
七
～
一
九
九
九
年
）

に
寄
稿
さ
れ
た
「
明
史
刑
法
志
訳
注
稿
（
一
～
三
）」
を
基
礎
と
し
て
い
る
。

『
漢
書
』
・
『
晋
書
』
・
『
魏
書
』
・
『
隋
書
』
・
『
旧
唐
書
』
・
『
新
唐
書
』
の
刑
法
志
の
訳
注
に
関
し
て
は
、
つ
と
に
内
田
智
雄
編

『
訳
注
中
国
歴
代
刑
法
志
』（
創
文
社
、
一
九
六
四
年
）
・
『
訳
注
続
中
国
歴
代
刑
法
志
』（
創
文
社
、
一
九
七
〇
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
。

『
訳
注
中
国
近
世
刑
法
志
』
は
、
こ
れ
ら
の
訳
注
書
の
欠
を
補
い
、
中
国
正
史
の
刑
法
志
の
訳
注
を
完
備
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
中

国
法
制
史
研
究
の
分
野
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
て
い
る
。
後
に
梅
原
先
生
は
『
訳
注
続
中
国
歴
代
刑
法
志
』
に
補
記
を
加
え
、
原
著
の
不

備
を
補
っ
て
い
る
（
内
田
智
雄
編
・
梅
原
郁
補
『
訳
注
続
中
国
歴
代
刑
法
志
（
補
）
』
、
創
文
社
、
二
〇
〇
五
年
）
。
歴
代
正
史
の
刑
法
志

の
訳
注
は
、
梅
原
先
生
の
手
に
よ
っ
て
内
容
の
充
実
を
増
す
こ
と
に
な
っ
た
。
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最
後
に
、
梅
原
先
生
が
就
実
学
園
に
遺
さ
れ
た
学
術
的
財
産
と
し
て
、
西
嶋
文
庫
に
関
わ
る
事
業
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
西
嶋
文
庫

は
西
嶋
定
生
先
生
（
元
就
実
女
子
大
学
文
学
部
史
学
科
教
授
）
の
旧
蔵
書
を
収
め
た
文
庫
で
、
就
実
大
学
・
就
実
短
期
大
学
附
属
図
書
館

の
四
階
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
西
嶋
先
生
が
収
集
さ
れ
た
多
種
多
様
な
書
籍
や
、
国
内
外
の
研
究
者
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
学
術
論
文
等
の
抜

刷
、
調
査
旅
行
の
際
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
の
ネ
ガ
な
ど
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
西
嶋
先
生
の
旧
宅
（
千
葉
県
我
孫
子
市
）
か
ら
移

築
し
た
書
斎
も
、
先
生
が
逝
去
さ
れ
た
当
時
の
ま
ま
の
状
態
で
展
示
さ
れ
て
い
る
。
梅
原
先
生
は
長
澤
和
俊
先
生
（
当
時
、
就
実
女
子
大

学
文
学
部
史
学
科
教
授
）
・
中
田
實
氏
（
当
時
、
東
京
大
学
図
書
館
員
）
ら
と
と
も
に
西
嶋
先
生
の
旧
蔵
書
を
整
理
し
、
中
田
氏
と
の
共

編
で
『
西
嶋
文
庫
蔵
書
目
録
』
（
就
実
大
学
、
二
〇
〇
一
年
）
を
編
纂
さ
れ
た
。
西
嶋
先
生
の
旧
蔵
書
の
整
理
に
あ
た
っ
て
は
、
旧
宅
の

書
庫
の
配
置
を
尊
重
す
る
こ
と
を
心
が
け
た
と
い
う
。
現
在
で
も
西
嶋
文
庫
所
蔵
の
書
籍
等
は
、
旧
宅
の
書
庫
の
並
び
順
通
り
に
配
架
さ

れ
て
お
り
、
西
嶋
先
生
が
蔵
書
を
丁
寧
に
分
類
・
整
理
さ
れ
て
い
た
様
子
を
伝
え
て
い
る
。
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
西
嶋
先
生
は
戦

後
日
本
を
代
表
す
る
東
洋
史
学
研
究
者
で
あ
る
。
西
嶋
文
庫
は
就
実
学
園
の
み
な
ら
ず
、
東
洋
学
の
分
野
に
お
い
て
も
貴
重
な
財
産
で
あ

る
。
そ
の
保
存
事
業
を
主
導
し
た
梅
原
先
生
の
功
績
は
甚
だ
大
き
な
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

（
渡
邉
将
智
）

１
書
籍

【
単
著
】

文
天
祥

人
物
往
来
社

昭
和
四
一
年

六
月

宋
王
朝
と
新
文
化

講
談
社

昭
和
五
二
年

五
月

宋
代
官
僚
制
度
研
究

同
朋
舎
出
版

昭
和
六
〇
年

二
月
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皇
帝
政
治
と
中
国

白
帝
社

平
成
一
五
年

一
一
月

宋
代
司
法
制
度
研
究

創
文
社

平
成
一
八
年

一
二
月

【
共
著
・
編
著
】

中
国
近
世
の
都
市
と
文
化
（
編
著
）

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

昭
和
五
九
年

三
月

中
国
近
世
の
法
制
と
社
会
（
編
著
）

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

平
成
五
年

三
月

前
近
代
中
国
の
刑
罰
（
編
著
）

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

平
成
八
年

一
二
月

中
国
史
（
三
）

山
川
出
版
社

平
成
九
年

八
月

亡
国
の
皇
帝
隋
の
煬
帝
・
宋
の
徽
宗
・
明
の
崇
禎
帝

講
談
社

平
成
一
〇
年

四
月

【
訳
注
】

夢
溪
筆
談

平
凡
社

昭
和
五
三
年
一
二
月
～

五
六
年
一
一
月

東
京
夢
華
録
（
共
訳
注
）

岩
波
書
店

昭
和
五
八
年

三
月

宋
名
臣
言
行
録

同
朋
舎
出
版

昭
和
六
一
年

九
月

名
公
書
判
清
明
集

同
朋
舎
出
版

昭
和
六
一
年

一
二
月

漢
書
食
貨
・
地
理
・
溝
恤
志
（
共
訳
注
）

平
凡
社

昭
和
六
三
年

七
月

東
京
夢
華
録
宋
代
の
都
市
と
生
活
（
共
訳
注
）

平
凡
社

平
成
八
年

三
月
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夢
粱
録
南
宋
臨
安
繁
昌
記

平
凡
社

平
成
一
二
年
七
～
一
一
月

訳
注
中
国
近
世
刑
法
志

創
文
社

平
成
一
四
年
三
月
～

一
五
年
一
月

訳
注
続
中
国
歴
代
刑
法
志
（
補
）（
訳
注
補
記
）

創
文
社

平
成
一
七
年

二
月

宋
名
臣
言
行
録

筑
摩
書
房

平
成
二
七
年

一
二
月

【
索
引
】

遼
金
元
人
伝
記
索
引
（
共
編
）

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

昭
和
四
七
年

三
月

続
資
治
通
鑑
長
編
人
名
索
引

同
朋
舎
出
版

昭
和
五
三
年

五
月

東
京
夢
華
録
・
夢
粱
録
等
語
彙
索
引

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

昭
和
五
四
年

三
月

建
炎
以
来
繋
年
要
録
人
名
索
引

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

昭
和
五
八
年

六
月

続
資
治
通
鑑
長
編
語
彙
索
引

同
朋
舎
出
版

平
成
元
年

一
月

慶
元
条
法
事
類
語
彙
輯
覧

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

平
成
二
年

三
月

宋
会
要
輯
稿
編
年
索
引

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
東
洋
学
文
献
セ
ン
タ
ー

平
成
七
年

三
月

【
蔵
書
目
録
】

西
嶋
文
庫
蔵
書
目
録
（
共
編
）

就
実
女
子
大
学
図
書
館

平
成
一
三
年

三
月
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２
論
文

宋
代
地
方
小
都
市
の
一
面
鎮
の
変
遷
を
中
心
と
し
て

史
林
四
一
巻
六
号

昭
和
三
三
年

一
一
月

宋
代
商
税
制
度
補
説

東
洋
史
研
究
一
八
巻
四
号

昭
和
三
五
年

一
月

土
地
制
度
問
題
を
め
ぐ
る
宋
代
研
究
の
動
き
周
藤
吉
之
教
授
の
業
績
を
中
心
と
し
て

東
洋
史
研
究
一
九
巻
三
号

昭
和
三
六
年

一
月

南
宋
淮
南
の
土
地
制
度
試
探
営
田
・
屯
田
を
中
心
に

東
洋
史
研
究
二
一
巻
四
号

昭
和
三
八
年

七
月

北
宋
時
代
の
布
帛
と
財
政
問
題
和
預
買
を
中
心
に

史
林
四
七
巻
二
号

昭
和
三
九
年

五
月

元
代
差
役
法
小
論

東
洋
史
研
究
二
三
巻
四
号

昭
和
四
〇
年

三
月

南
宋
折
帛
銭
を
め
ぐ
る
一
考
察

史
林
四
八
巻
三
号

昭
和
四
〇
年

五
月

宋
代
の
地
方
都
市

歴
史
教
育
一
四
巻
一
二
号

昭
和
四
一
年

一
二
月

都
市
の
発
達

中
国
文
化
の
成
熟

昭
和
四
四
年

三
月

両
税
制
の
展
開
五
代
・
宋
の
租
税
制
を
め
ぐ
っ
て

歴
史
教
育
一
七
巻
九
号

昭
和
四
四
年

一
〇
月

清
朝
の
行
政
制
度

中
華
帝
国
の
崩
壊

昭
和
四
四
年

一
二
月

王
安
石
の
新
法

岩
波
講
座
世
界
歴
史
九

昭
和
四
五
年

二
月

宋
代
都
市
の
租
賦

東
洋
史
研
究
二
八
巻
四
号

昭
和
四
五
年

三
月

宋
代
の
戸
等
制
を
め
ぐ
っ
て

東
方
学
報
京
都
四
一
冊

昭
和
四
五
年

三
月

宋
代
の
内
蔵
と
左
蔵
君
主
独
裁
制
の
財
庫

東
方
学
報
京
都
四
二
冊

昭
和
四
六
年

三
月

宋
代
茶
法
の
一
考
察

史
林
五
五
巻
一
号

昭
和
四
七
年

一
月
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青
唐
の
馬
と
四
川
の
茶
北
宋
時
代
四
川
茶
法
の
展
開

東
方
学
報
京
都
四
五
冊

昭
和
四
八
年

九
月

司
馬
光
と
王
安
石
保
守
と
革
新

歴
史
と
人
物
一
一
月
号

昭
和
四
八
年

一
一
月

宋
初
の
寄
禄
官
と
そ
の
周
辺
宋
代
官
制
の
理
解
の
た
め
に

東
方
学
報
京
都
四
八
冊

昭
和
五
〇
年

一
二
月

五
代
・
宋
・
元

日
本
に
お
け
る
歴
史
学
の
発
達
と
現
状
四
昭
和
五
一
年

三
月

宋
初
の
開
封
と
都
市
制
度

鷹
陵
史
学
三
・
四
号

昭
和
五
二
年

七
月

一
九
九
七
年
の
歴
史
学
界
回
顧
と
展
望
五
代
・
宋
・
元

史
学
雑
誌
八
七
編
五
号

昭
和
五
三
年

五
月

開
封
新
し
い
時
代
の
百
万
都
市

月
刊
百
科
二
〇
三
号

昭
和
五
四
年

八
月

宋
代
の
中
国
、
元
代
の
中
国

図
説
世
界
の
歴
史
Ⅱ

昭
和
五
四
年

一
〇
月

宋
代
の
恩
蔭
制
度

東
方
学
報
京
都
五
二
冊

昭
和
五
五
年

三
月

唐
陵
と
宋
陵

法
帖
大
系
淳
化
閣
帖
二
巻
月
報

昭
和
五
五
年

一
〇
月

宋
代
銓
選
の
ひ
と
こ
ま
薦
挙
制
度
を
中
心
に

東
洋
史
研
究
三
九
巻
四
号

昭
和
五
六
年

三
月

文
天
祥

新
名
将
言
行
録
中
国
篇

昭
和
五
六
年

四
月

十
三
世
紀
の
百
万
都
市
杭
州
の
う
ち
そ
と

月
刊
百
科
二
三
三
号

昭
和
五
七
年

三
月

文
字
の
建
築

空
間
の
原
型

昭
和
五
八
年

三
月

塩
の
専
売
と
中
国
社
会

月
刊
百
科
二
四
八
号

昭
和
五
八
年

六
月

歴
史
地
理
学

ア
ジ
ア
歴
史
研
究
入
門
三
巻

昭
和
五
八
年

一
一
月

宋
代
の
救
済
制
度
都
市
の
社
会
史
に
よ
せ
て

都
市
の
社
会
史

昭
和
五
八
年

一
一
月

宋
代
の
武
階

東
方
学
報
京
都
五
六
号

昭
和
五
九
年

三
月
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南
宋
の
臨
安

中
国
近
世
の
都
市
と
文
化

昭
和
五
九
年

三
月

宋
代
胥
吏
制
度
の
展
開

一
〇
世
紀
以
降
二
〇
世
紀
初
頭
に
至
る
中
国
社
会
の
権
力
構
造
に

関
す
る
総
合
的
研
究

昭
和
六
〇
年

三
月

元
祐
党
籍
碑
の
周
辺

書
道
芸
術
一
月
号

昭
和
六
一
年

一
月

中
国
史
の
中
の
長
江

長
江
文
明
と
日
本

昭
和
六
一
年

二
月

C
iv
il
a
n
d
m
ilita
ry
o
fficia

ls
in
th
e
S
u
n
g
:
T
h
e
ch
i-lu
-k
u
a
n
sy
stem

A
C
T
A
A
S
IA
T
IC
A
5
0

昭
和
六
一
年

三
月

南
宋
・
元
の
中
国

日
本
の
歴
史
一
一

昭
和
六
一
年

六
月

北
宋
開
封
尹
小
考

東
方
学
会
創
立
四
十
周
年
記
念
東
方
学
論
集
昭
和
六
一
年

六
月

皇
帝
・
祭
祀
・
国
都

歴
史
の
な
か
の
都
市

昭
和
六
一
年

一
〇
月

泉
州
の
天
下
第
一
橋
蔡
襄
と
万
安
橋
の
背
景

墨
二
月
号

昭
和
六
三
年

二
月

宋
代
の
形
勢
と
官
戸

東
方
学
報
京
都
六
〇
号

昭
和
六
三
年

三
月

拙
訳
『
清
明
集
』
に
対
す
る
高
橋
芳
郎
氏
の
「
訂
誤
」
に
つ
い
て

名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
一
三
号

昭
和
六
三
年

一
二
月

宋
代
両
税
制
度
略
考
一
中
国
王
朝
の
徴
税
体
系

国
家
理
念
と
制
度

平
成
元
年

三
月

中
国
都
市
、
城
壁
の
イ
メ
ー
ジ

イ
ス
ラ
ム
の
都
市
性
研
究
報
告
二
八

平
成
元
年

三
月

宋
代
の
郷
司
そ
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て

劉
子
健
博
士
頌
寿
記
念
宋
史
研
究
論
集

平
成
元
年

九
月

司
馬
光
・
王
安
石
・
蘇
軾

世
界
の
歴
史
四
九

平
成
元
年

一
〇
月

消
え
た
ミ
ド
リ
シ
ジ
ミ

健
康
一
一
月
号

平
成
元
年

一
一
月
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宋
代
の
戸
口
問
題
を
め
ぐ
っ
て

東
方
学
報
京
都
六
二
号

平
成
二
年

三
月

宋
代
都
市
の
房

�と
そ
の
周
辺

布
目
潮

�博
士
古
稀
記
念
論
集
東
ア
ジ
ア
の
法
と
社
会

平
成
二
年

五
月

旧
中
国
の
都
市

月
刊
し
に
か
一
巻
四
号

平
成
二
年

七
月

東
洋
学
の
系
譜
加
藤
繁

月
刊
し
に
か
一
巻
六
号

平
成
二
年

九
月

六
千
キ
ロ
の
長
江
を
下
る

世
界
の
歴
史
別
冊

平
成
三
年

五
月

十
三
世
紀
の
軍
事
力
南
宋
軍

チ
ン
ギ
ス
ハ
ー
ン
下
巻

平
成
三
年

一
〇
月

唐
宋
時
代
の
法
典
編
纂
律
令
格
式
と
勅
令
格
式

中
国
近
世
の
法
制
と
社
会

平
成
五
年

三
月

中
国
法
制
史
雑
感
元
豊
の
官
制
改
革
を
め
ぐ
っ
て

歴
史
と
社
会
の
中
の
法

平
成
五
年

五
月

花
と
中
国
文
化
中
華
羣
芳

植
物
の
世
界
一
六
～
四
五
号

平
成
六
年
七
月
～七
年
二
月

国
都
に
お
け
る
年
中
行
事
天
地
の
祭
り

月
刊
し
に
か
五
巻
一
二
号

平
成
六
年

一
二
月

刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
宋
代
の
官
員
処
罰

東
方
学
報
京
都
六
七
号

平
成
七
年

三
月

罰
俸
制
度
の
展
開
旧
中
国
に
お
け
る
懲
戒

宋
元
時
代
史
の
基
本
問
題

平
成
八
年

七
月

宋
代
の
贖
銅
官
員
懲
戒
の
ひ
と
こ
ま

前
近
代
中
国
の
刑
罰

平
成
八
年

一
二
月

万
里
の
長
城
と
は
な
に
か
中
国
史
の
な
か
の
長
城

月
刊
し
に
か
八
巻
二
号

平
成
九
年

二
月

宋
の
徽
宗

亡
国
の
皇
帝

平
成
一
〇
年

四
月

「
状
元
」
の
人
た
ち
そ
の
人
生
模
様

月
刊
し
に
か
一
〇
巻
一
〇
号

平
成
一
一
年

九
月
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宦
官
が
姿
を
消
し
た
時
代
宋
代
の
政
治
と
宦
官

月
刊
し
に
か
一
一
巻
一
一
号

平
成
一
二
年

一
一
月

進
奏
院
を
め
ぐ
っ
て
宋
代
の
文
書
伝
達
制
度

就
実
女
子
大
学
史
学
論
集
一
五
号

平
成
一
二
年

一
二
月

�善
国
の
興
亡
楼
蘭
の
虚
実

流
沙
出
土
の
文
字
資
料

平
成
一
三
年

二
月

『
金
玉
新
書
』
と
宋
代
の
遞
鋪

就
実
女
子
大
学
史
学
論
集
一
六
号

平
成
一
三
年

一
二
月

酷
吏
伝
の
諸
相

就
実
女
子
大
学
史
学
論
集
一
七
号

平
成
一
四
年

一
二
月

公
罪
・
私
罪
の
一
考
察
宋
代
の
事
例
を
中
心
と
し
て

就
実
大
学
史
学
論
集
一
八
号

平
成
一
五
年

七
月

宋
銭
の
裏
表

古
文
化
研
究
八
号

平
成
二
一
年

三
月

日
本
と
中
国
の
出
土
銭
北
宋
銭
を
中
心
と
し
て

東
方
学
一
一
八
輯

平
成
二
一
年

七
月

中
国
渡
来
銭
の
謎

古
文
化
研
究
一
〇
号

平
成
二
三
年

三
月

中
国
渡
来
宋
銭
の
性
格

出
土
銭
貨
三
一
号

平
成
二
四
年

五
月

３
訳
注

宋
史
刑
法
志
訳
注
稿
（
上
）（
共
訳
注
）

東
方
学
報
京
都
六
四
冊

平
成
四
年

三
月

宋
史
刑
法
志
訳
注
稿
（
下
）（
共
訳
注
）

東
方
学
報
京
都
六
五
冊

平
成
五
年

三
月

旧
五
代
史
・
遼
史
・
金
史
刑
法
志
訳
注
稿
（
共
訳
注
）

東
方
学
報
京
都
六
六
冊

平
成
六
年

三
月

元
史
刑
法
志
訳
注
稿
（
一
）（
共
訳
注
）

東
方
学
報
京
都
六
七
冊

平
成
七
年

三
月

元
史
刑
法
志
訳
注
稿
（
二
）（
共
訳
注
）

東
方
学
報
京
都
六
八
冊

平
成
八
年

三
月

元
史
刑
法
志
訳
注
稿
（
三
）（
共
訳
注
）

東
方
学
報
京
都
六
九
冊

平
成
九
年

三
月
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明
史
刑
法
志
訳
注
稿
（
一
）

就
実
女
子
大
学
史
学
論
集
一
二
号

平
成
九
年

一
二
月

明
史
刑
法
志
訳
注
稿
（
二
）

就
実
女
子
大
学
史
学
論
集
一
三
号

平
成
一
〇
年

一
二
月

明
史
刑
法
志
訳
注
稿
（
三
）

就
実
女
子
大
学
史
学
論
集
一
四
号

平
成
一
一
年

一
二
月

４
書
評

漆
侠
『
王
安
石
変
法
』

東
洋
史
研
究
一
八
巻
三
号

昭
和
三
四
年

一
二
月

東
京
教
育
大
学
ア
ジ
ア
史
研
究
会
宋
代
史
研
究
部
『
宋
代
経
済
史
』
上

東
洋
史
研
究
二
〇
巻
二
号

昭
和
三
六
年

一
〇
月

河
原
由
郎
『
北
宋
期
・
土
地
所
有
の
問
題
と
商
業
資
本
』

東
洋
史
研
究
二
三
巻
二
号

昭
和
三
九
年

一
〇
月

中
国
刑
法
志
研
究
会
『
通
制
条
格
の
研
究
訳
注
』
第
一
冊

東
洋
史
研
究
二
四
巻
二
号

昭
和
四
〇
年

九
月

周
藤
吉
之
『
唐
宋
社
会
経
済
史
研
究
』

東
洋
史
研
究
二
五
巻
三
号

昭
和
四
一
年

一
二
月

熊
本
崇
「
煕
寧
年
間
の
察
訪
使
王
安
石
新
法
の
推
進
者
た
ち
」

法
制
史
研
究
三
八
号

平
成
元
年

三
月

熊
本
崇
「
中
書
検
正
官
王
安
石
新
法
の
に
な
い
て
た
ち
」

法
制
史
研
究
三
九
号

平
成
二
年

三
月

中
嶋
敏
編
『
宋
史
選
挙
志
訳
注
』
一

法
制
史
研
究
四
三
号

平
成
六
年

三
月

鳥
居
一
康
『
宋
代
税
制
史
研
究
』

法
制
史
研
究
四
四
号

平
成
七
年

三
月

佐
竹
靖
彦
「
作
邑
自
箴
の
研
究
そ
の
基
礎
的
再
構
成
」

法
制
史
研
究
四
五
号

平
成
八
年

三
月

柳
田
節
子
『
宋
元
社
会
経
済
史
研
究
』

東
洋
史
研
究
五
五
巻
四
号

平
成
九
年

三
月

川
村
康
「
宋
代
配
役
考
」

法
制
史
研
究
五
一
号

平
成
一
四
年

三
月
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５
翻
訳

劉
宰
小
論
南
宋
一
郷
紳
の
軌
跡
（
劉
子
健
著
）

東
洋
史
研
究
三
七
巻
一
号

昭
和
五
三
年

六
月

６
追
悼
文

中
国
史
縦
横
に
体
系
づ
け
宮
崎
市
定
氏
を
悼
む

朝
日
新
聞
夕
刊
五
月
二
七
日
号

平
成
七
年

五
月

清
明
集
の
こ
ろ
宮
崎
先
生
追
悼
録

東
洋
史
研
究
五
四
巻
四
号

平
成
八
年

三
月

武
藤
先
生
と
父

誠
の
人
武
藤
誠
先
生
追
悼
録

平
成
八
年

四
月

佐
伯
富
先
生
追
悼

東
方
学
一
一
三
輯

平
成
一
九
年

一
月

追
悼
日
比
野
丈
夫
博
士
の
想
い
出

東
方
学
一
一
五
輯

平
成
二
〇
年

一
月

７
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
報
告
書

前
近
代
中
国
に
お
け
る
法
制
と
社
会
（
一
般
研
究
（
Ａ
）、
研
究
代
表
者
）

平
成
五
年

三
月

欧
州
所
蔵
中
央
ア
ジ
ア
出
現
簡
牘
他
法
制
文
書
の
総
合
的
調
査
（
国
際
学
術
研
究
、
研
究
代
表
者
）

平
成
八
年

三
月

宋
代
司
法
機
構
の
総
合
的
研
究
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）、
研
究
代
表
者
）

平
成
一
七
年

三
月

８
そ
の
他

あ
と
が
き

梅
原
末
治
『
銅
鐸
の
研
究
』

昭
和
六
〇
年

一
一
月

不
可
解
な
学
士
院
の
「
授
賞
延
期
」

朝
日
新
聞
夕
刊
六
月
二
〇
日
号

昭
和
六
三
年

六
月

『
中
国
近
世
刑
法
志
』
の
訳
注
を
了
え
て

創
文
四
五
一
号

平
成
一
五
年

三
月
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